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自衛隊機運航の差止訴訟
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事実の概要

　厚木海軍飛行場（以下、「本件飛行場」とする）
の周辺住民であるＸ（原告・被控訴人＝控訴人・被
上告人＝上告人）らは、本件飛行場を離発着する
自衛隊機の騒音による身体的・精神的被害を主張
して、Ｙ（国・被告・控訴人＝被控訴人・上告人＝
被上告人）を相手に、主位的に、抗告訴訟として
一定の態様での自衛隊機の運航（①午後 8時から
翌日午前 8時までの運航、②訓練のための運航、③
Ｘらの居住地におけるそれまでの 1年間の一切の航
空機騒音が 75Wを超えることになる場合の当該自衛
隊機の運航）の差止めを、また予備的に、上記の
態様による航空機騒音をＸらの居住地に到達させ
ないことの給付等を求めた。
　第一審（横浜地判平 26・5・21 判時 2277 号 38 頁
参考登載）は、主位的請求について、「自衛隊機
運航処分について、法定の差止め訴訟が想定して
いる『一定の処分』を観念することは困難である」
ので、「無名抗告訴訟によってこれを求めるべき
であ」るとした上で、その請求を一部認容した。
原審（東京高判平 27・7・30 判時 2277 号 13 頁）は、
自衛隊機差止めの訴えを、防衛大臣による本件飛
行場における「自衛隊機の運航という事実行為に
係る権限行使（自衛隊機運航処分）がその根拠法
規に照らして違法であることを主張してこれを事
前に差し止めることを求めるもの」として行政事
件訴訟法 37 条の 4所定の差止訴訟に該当すると
した。その上で、一定の自衛隊機の運航を「Ｘら

に対して与える被害がその運航により達成しよう
とする行政目的に対比して過大であ……るので、
防衛大臣に与えられた運航統括権限の範囲を逸脱
又は濫用するものとして違法となる」とし、請求
の一部を認めた。これに対して、Ｙが上告受理を
申し立て、Ｘらも上告・上告受理の申立てを行っ
た。
　なおＸらを含む周辺住民らは、民事上の差止め
と過去・将来の損害賠償を求める訴えも提起して
おり、第一審（横浜地判平 26・5・21 判時 2277 号
123 頁参考登載）、控訴審（東京高判平 27・7・30
判時 2277 号 84 頁参考登載）、本判決と同日の上告
審（最一小判平 28・12・8 裁時 1665 号 5 頁）いず
れも差止めを不適法として却下し、この民事上告
審では過去分のみの損害賠償を認めている。
　また、Ｘらは米軍機の運航差止めに係る請求も
行っていたが、これについては、第一小法廷は上
告受理していない。

判決の要旨

　１　訴えの適法性について
　Ｘらは、「本件飛行場に離着陸する航空機の発
する騒音により、睡眠妨害、聴取妨害及び精神的
作業の妨害や、不快感、健康被害への不安等を始
めとする精神的苦痛を反復継続的に受けており、
その程度は軽視し難いものというべきであるとこ
ろ、……上記騒音は、本件飛行場において……
航空機の離着陸が行われる度に発生するものであ
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り、上記被害もそれに応じてその都度発生し、こ
れを反復継続的に受けることにより蓄積していく
おそれのあるものであるから、……処分がされた
後に取消訴訟等を提起することなどにより容易に
救済を受けることができるものとはいえず、本件
飛行場における自衛隊機の運航の内容、性質を勘
案しても、Ｘらの自衛隊機に関する主位的請求（運
航差止請求）に係る訴えについては、……『重大
な損害を生ずるおそれ』がある」。

　２　本案について
　「自衛隊法等の定めによれば、防衛大臣……の
権限の行使に当たっては、……高度の政策的、専
門技術的な判断を要することが明らかであるか
ら、上記の権限の行使は、防衛大臣の広範な裁量
に委ねられている」。
　「自衛隊が設置する飛行場における自衛隊機の
運航に係る防衛大臣の権限の行使が、行政事件訴
訟法 37 条の 4第 5項の差止めの要件である、行
政庁がその処分をすることがその裁量権の範囲を
超え又はその濫用となると認められるときに当た
るか否かについては、同権限の行使が、上記のよ
うな防衛大臣の裁量権の行使としてされることを
前提として、それが社会通念に照らし著しく妥当
性を欠くものと認められるか否かという観点から
審査を行うのが相当であり、その検討に当たって
は、当該飛行場において継続してきた自衛隊機の
運航やそれによる騒音被害等に係る事実関係を踏
まえた上で、当該飛行場における自衛隊機の運航
の目的等に照らした公共性や公益性の有無及び程
度、上記の自衛隊機の運航による騒音により周辺
住民に生ずる被害の性質及び程度、当該被害を軽
減するための措置の有無や内容等を総合考慮すべ
きもの」である。
　「本件飛行場において継続してきた自衛隊機の
運航やそれによる騒音被害等に係る事実関係を踏
まえると、……自衛隊機の運航には高度の公共性、
公益性があるものと認められ、他方で、本件飛行
場における航空機騒音によりＸらに生ずる被害は
軽視することができないものの、周辺住民に生ず
る被害を軽減するため、自衛隊機の運航に係る自
主規制や周辺対策事業の実施など相応の対策措置
が講じられているのであって、これらの事情を総

合考慮すれば、本件飛行場において、将来にわた
り上記の自衛隊機の運航が行われることが、社会
通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認めるこ
とは困難である」。
　なお、小池裕裁判官の補足意見がある。

判例の解説

　一　本判決の意義
　基地における航空機の離発着による騒音被害に
つき最高裁は、厚木基地第 1次訴訟（最一小判平
5・2・25 民集 47 巻 2号 643 頁。以下、「第 1次最判」
という）において、防衛庁長官（当時）は、「騒音
等による周辺住民への影響にも配慮して自衛隊機
の運航を規制し、統括すべきもの」だが、「自衛
隊機の運航に伴う騒音等の影響は飛行場周辺に広
く及ぶことが不可避であるから、自衛隊機の運航
に関する防衛庁長官の権限の行使は、その運航に
必然的に伴う騒音等について周辺住民の受忍を義
務づけるもの」であり、防衛庁長官の権限の行使
は「騒音等により影響を受ける周辺住民との関係
において、公権力の行使に当たる行為というべき」
として、民事差止請求を却下した。同時に、「行
政訴訟としてどのような要件の下にどのような請
求をすることができるかはともかく」として、い
かなる形態の訴訟が適切であるのか、明らかには
していなかった。
　第 1次最判に対して学説からは多くの鋭い批
判が向けられてきたが、他方で、実務では判例法
理としてほぼ定着しているとされ、「行政事件訴
訟法の改正を踏まえ、新たな救済方法を検討する
ことが、学説にとっての残された課題」１）とされ
てきた２）。学説上、その用いうる訴訟類型として、
予防的不作為訴訟説、権力的妨害排除訴訟説、当
事者訴訟説、また、平成 16（2004）年の行政事
件訴訟法改正後には、法定差止訴訟説や、民事訴
訟も含めた選択利用可能説などが主張されてい
た３）。
　本判決は、自衛隊機の離発着に係る騒音等につ
いて、行政事件訴訟法 3条 7 項の差止訴訟がそ
の訴訟類型上の受け皿となることを最高裁として
初めて示した。
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　二　法定差止訴訟の許容性
　本判決は原審を「踏襲」４）したものといえよう
が、いくつかのコメントが可能と思われる。
　まず、第一審・原審ともに差止めの対象を「自
衛隊機運航処分」と呼称していたが、本判決では
この語を一切用いていない。また「処分」という
文言も、条文・判例の参照に係る部分以外では使
用されず、自衛隊機の運航に係る何らかの作用に
「処分」という位置付けを積極的には与えていな
い。
　原審では、Ｘらの請求が法定差止訴訟に該当す
ることの判示に際し、受忍を義務付けられる騒音
等は、「個々の自衛隊機の運航そのものというよ
りは、……日常的な自衛隊機の離発着によ」るも
のとした上で、差止めの対象を「自衛隊機の運航
という事実行為に係る権限行使」とした。必ずし
も個別的には捉えていないように読める。他方本
判決は、「離発着が行われる度に発生」する騒音
の被害が「その都度発生」するものと捉え、細分
して把握しているようにもうかがわれる。小池裁
判官の補足意見は、「自衛隊機の離発着に係る運
航を行政処分（防衛大臣の権限行使）と捉えると、
自衛隊機の離発着に伴い処分が完結する」と述べ
る。これは第一審で言及された自衛隊機運航処分
の個数の問題に関わるが、第一審で「一番細かい
単位」とされた「一機の運航をもって一個の処分
とみる」ものと重なる。仮に法廷意見が補足意見
と同じ見方に立っているとすれば、本判決と原審
では、その構成に若干の差異があるだろうか５）。
他方、「公権力の行使に当たる行為」の捉え方と
して、従来から行政組織内部の防衛庁長官（大臣）
の命令と理解する見解もあった６）。原審は「個々
の運航を根拠付ける具体的な権限の付与としての
命令」を対象とすることを否定していたが、本判
決もこれに沿っている。
　また、行政事件訴訟法 37 条の 4第 1項の「一
定の処分……がされることにより重大な損害を生
じるおそれ」の判断のうち、「一定の処分」につ
いては、第一審がこの点を理由に法定差止訴訟で
はなく無名抗告訴訟として構成したのに対して、
原審は一定性について欠けるところはないとし
た７）。当事者間の争いようによるところもあるが、
本判決もこの点を問題視しておらず具体的な言及

はない。
　これに対して「重大な損害」については、教職
員国旗国歌事件（最一小判平 24・2・9民集 66 巻 2
号 183 頁）を参照しつつ検討を行っている。そも
そも法定差止訴訟における「重大な損害」の要求
は、典型的な行政処分を念頭に置いた差止訴訟と
取消訴訟という 2つの救済ルートの選択に関す
るものともいえ８）、典型的な行政処分が争われて
いるわけではない本件では、苦痛の程度といった
意味での損害の重大性を検討する意義は乏しかっ
たと考えられる９）。訴訟要件の局面では、Ｘらの
損害の性質・程度といった重大性よりも、事後的
な取消訴訟による救済の余地がないことが決定的
な意味を持つというべきであろう。参照判例の事
案も本件には必ずしもフィットしない。（原審と）
本判決からは、その法的構成の特異性と無関係に
検討を行っている、という印象をも抱く。

　三　自衛隊機の運航に係る権限行使の違法性
　本判決は、自衛隊が設置する飛行場での自衛隊
機の運航に係る「広範な裁量」を、防衛大臣の権
限行使に認め、自衛隊機の運航の公共性、周辺住
民に生ずる被害の性質や程度、被害軽減のための
措置の有無や内容等を総合考慮する枠組みを示し
た。結論として、本件での裁量権の範囲の逸脱濫
用を否定した。第 1次最判の時点での予測的な
指摘の通り 10）、審査では民事訴訟に類似する利
益考慮がなされている。第一審も国道 43 号線事
件（最二小判平 7・7・7 民集 49 巻 7 号 2599 頁）の
法理が無名抗告訴訟としての差止訴訟にも妥当す
ることを、同最判を明示的に参照しつつ述べてい
た。原審は、受忍義務をそのまま差止訴訟の違法
性基準として持ちこむことを否定していたが、「受
忍限度を比例原則に基づく行政裁量の限界に引き
写し」11）て判断を行ったものとも読める。
　原審との比較では、形式的には、一定の自主規
制と周辺対策事業という「相応の対策措置」の評
価に違いがあるように見受けられる。防音工事へ
の助成等といった周辺対策事業という作用が、公
権力の行使とされる防衛大臣の権限行使との関係
でどのように位置付けられるかは、本判決からは
明らかではない 12）。
　また、差止請求を棄却した抗告訴訟としての本
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判決には、なおも疑問が残るように思われる。同
日の民事訴訟の判決の通り、本件は、Ｘらに「被
害が既に発生し受忍限度を超えている」事例であ
る 13）。法律上保護された利益に係る原告適格を
認められたＸらに対して不法行為法上違法な損害
を生じさせながら、そこに裁量権の範囲の逸脱・
濫用がないという状況は、いかに説明されるのか。
（違法性段階説と類似の思考の下に立つとしても 14））

防衛大臣には、受忍限度を超えた損害を生じさせ
続けることとの関係で、どのような法規の、どの
ような要件の下に、どのような行為をすることが
授権されていると評価されるのか。原審も第一審
も、差止めの対象行為の根拠法規を自衛隊法 107
条 5 項とし、本判決には補足的な説明等もみら
れないが、雑則中の一般的な責務規定は十分な根
拠となるのか 15）。また関係法令の条項がいかに
並ぼうとも、仮に自衛隊機運航の公共性の根拠に
はなっても、そこから直ちに何らかの授権がある
とはいえないだろう 16）。第一審判決の矛盾や問
題点の指摘を通じてなされていた第 1次最判へ
の批判 17）は、本判決でも解消されないように思
われる 18）。

●――注
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716 号（2014 年）115 頁、深澤龍一郎「本件第一審判批」
新・判例解説Watch（法セ増刊）16 号（2015 年）37 頁
以下。髙木英行「本件第一審判批」セレクト 2014［Ⅱ］
（2015 年）12 頁。
18）鈴木秀雄「本件第一審判批」行政判例研究会編『平成
28 年行政関係判例解説』（ぎょうせい、2016 年）95 頁
は、第一審判決での国賠 2条の判断枠組みの使用に疑問
を示しつつ、「行政訴訟については、行政処分の成立要
件等に適合しているかを判断することにな」る点で、「利
益考慮を総合的に行う」民事訴訟と異なることを述べる。
本来その通りで、むしろ第 1次最判が、行為規範の設定
が困難な作用を行政訴訟で取り扱おうとしていたことに
問題がある。処分の成立要件の適合性を判断する形での
審理が本件の法定差止訴訟において可能なのかこそが疑
問となる（参照、本多滝夫「本件第一審判批」法教 411
号（2014 年）55 頁）。
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